
一般社団法人山梨県言語聴覚士会 

選挙規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人山梨県言語聴覚士会（以下「当士会」という）定款第２５条 

に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（選挙管理委員会） 

第２条 役員の選挙を管理・運営するために、選挙管理委員会を設置する。 

２ 選挙管理委員会の任期は、２年とする。 

３ 選挙管理委員会は、正会員の中より５名以内の委員をもって構成する。 

４ 選挙管理委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

５ 各役員及び該当の選挙候補者は、選挙管理委員になることができない。 

６ 選挙管理委員が役員に立候補するときには委員を辞任し、別の委員を会長が委嘱する。 

 

（選挙管理委員会の業務） 

第３条 選挙管理委員会は次の業務を行う。 

（１） 選挙の告示 

（２） 立候補届の受理、立候補者の公示 

（３） 選挙人名簿の整備 

（４） 投票及び開票の管理、投票の有効と無効の判定 

（５） 当選の確認、立候補者への通知及び会員への報告 

（６） 理事当選者の招集 

（７） その他選挙に必要な事項 

２ 選挙管理委員会は、役員任期満了までに選挙を完了しなければならない。 

 

（選挙権・被選挙権） 

第４条 選挙権及び被選挙権は、投票日より３ヶ月以上前から正会員となった者が有する。 

 

（選挙の告示） 

第５条 選挙の告示は次の項目とする。 

（１） 立候補受付期間（１４日間） 

（２） 投票期間（７日間） 

（３） 開票日（投票日より１４日以内） 

（４） その他必要事項 

 

（立候補） 

第６条 理事及び監事になろうとする者は、立候補受付期間内に署名及び捺印、略歴、立候補の



抱負、推薦者１名の署名及び捺印を文書に記載し、選挙管理委員長に届け出るものとする。ただ

し重複立候補はできない。 

２ 立候補者が定数に満たない場合は無投票とする。理事会は定数に不足する候補者を定員内で

推薦することができる。 

３ 立候補者は、他の立候補者を推薦してはならない。 

 

（選挙公報） 

第７条 選挙管理委員会は、投票日の１５日以前に選挙公報を作成しなければならない。 

２ 立候補者の公示は、次の通りとする。 

（１） 立候補者及び選挙権を有する推薦者の氏名 

（２） 立候補の抱負もしくは推薦者の趣旨 

（３） その他必要事項（選挙方法等） 

 

（投票） 

第８条 投票は、選挙管理委員会が定める用紙を用いた無記名の郵便投票とし、締切り日消印有

効とする。 

２ 理事は８名以内、監事は２名以内の連記投票とする。 

３ １票中に規定された数を超えて連記をした投票は、無効とする。 

 

（開票・当選） 

第９条 開票に際し、立会人２名を置く。立会人は、選挙管理委員会が正会員の中から指名する。 

２ 当選は、得票数の順位より上位の者からとする。 

３ 最終当選者の得票が同数の場合は、選挙管理委員長が抽選で当選者を決定する．  

４ 候補者が定数内の場合は、無投票当選とする。 

５ 理事会の推挙による候補者は、無投票当選とする。 

 

（補欠選挙） 

第１０条 当選者に欠員が生じた場合は、次点者があれば次点者をもって、また次点者がない場

合は補欠選挙によってこれを補うことができる。選挙方法は本規則に準ずる。補欠選挙によって

選出された役員は、定款第２５条の規定にかかわらず理事会において承認することとする。 

 

（理事当選者の招集） 

第１１条 選挙管理委員長は、次期総会までに理事当選者を招集する。 

２ 理事当選者は、次回総会までに会長、副会長を互選する。 

 

（改廃） 

第１２条 この規則は理事会の決議を経て総会で報告する。 

 

（附則）本規則は、平成２７年３月１日から施行する。 


